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1. はじめに 
1.1 問題の所在 
 厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、18 歳未満の子どもがいる母親の就業率は 2019
年に 72.4％だったが、障害児の母親の就業率は東京・渋谷区で 54.5％、目黒区で 51.3％2と

低率だった。日本政府は 1994 年「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について（エ

ンゼルプラン）」策定以降、少子化対策、仕事と子育ての両立支援に取り組んでいるが、田

中（2019：167）が指摘するように「障害に配慮しない社会の仕組み、すなわち障害のない

子どもの子育てを想定した制度設計がなされていることで、それへの対応が困難な障害児

の場合は、制度の狭間に落ちてしまう」のが現状である。現行制度では対応困難な障害児

の母親が就労するには、子どもの障害に配慮した就労支援策が必要だが、東京 23 区の内、

第 1 期障害児福祉計画を含む各区の障害者計画・プランで、障害児の保護者の就労支援に

施策を伴い言及していたのは半数に満たない 9 区であった（美浦，2019：13）。 
両立支援である保育所、放課後児童クラブ(学童保育)の待機児童解消は政治課題とされ、

取り組みが報道される一方、それだけでは改善しない障害児に関する報道は稀であり、社

会に広く認知されているとは言い難い。近年ではソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）
により、困難を抱えた当事者による意見の発信が可能だが、SNS 普及以前から今日に至る

まで、社会問題の可視化を担ってきたのはマスメディアの報道だろう。管見の限り、障害

児の母親の就労を対象とした報道分析をした研究はない。そこで本研究では、新聞が「障

害児の母親の就労」をどのように報じてきたかを検証する。 
マスメディアの中で新聞を対象としたのは、第一に新聞発行部数は減少傾向にある 3が、

新聞社の記事がインターネット上のニュース関連サイトの情報源となっている場合が多い

ことから、新聞記事は購読部数以上に読まれており、事象の社会問題化への影響力が大き

いと判断したこと、第二に新聞は同一テーマの扱い方を長期的に検証するのに適している

ためである。 
 

                                                      
1 昭和女子大学現代ビジネス研究所 研究員 
2 渋谷区（2020：112）は、「一般企業」「官公庁・団体」「自営業・在宅就労」を加算した。目黒区（2020：
77）は、「母親がフルタイム勤務」「母親がパート・アルバイト勤務」を加算した。 
3 日本新聞協会（2020-b）「新聞の発行部数と世帯数の推移」 
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1.2 障害に関連した新聞報道を対象とした先行研究 
障害関連の新聞報道を分析対象にした先行研究は、①記事の件数、分量、掲載面、記述

内容、社会状況・時期による対象の取り上げ方・描き方を考察した研究、②一定期間にお

ける障害概念の変容を考察する研究、③事件等の事実関係を新聞によって確認し、利用し

た研究に大別できよう。①には、藤田による 1980 年代の継続研究「新聞にみる障害者に対

する社会の意識」、富永・塚崎・服部（1993）「新聞社説にみる戦後日本の障害者問題」、蘭

（2003）、辻・上地（2014）、遠藤（2018）らのパラリンピック報道に関する研究等がある。

②には、宮崎（2016）、松浦（2018）の発達障害の概念分析等がある。③には、柴崎（2006）、
夏堀（2008）の障害児者殺人の研究等がある。 

障害児の母親については、藤田（1982；53,58）が 1981 年の朝日新聞、毎日新聞、読売

新聞掲載の障害者関連記事を内容別にカテゴリー化し、「心身障害児・者の家族」カテゴリ

ーにおいて言及している。記事には（1）多くは母親による投書で、障害児を養育してきた

過程で感じた喜びや苦しみ、悟りなどを扱った記事、（2）子どもの将来を悲観した子殺し、

親子心中の記事、（3）親が社会に障害理解を求める記事の 3 つの傾向があり、新聞に表現

された障害者に対する社会の意識として、母親を前面に出し、母親に責任を負わせる表現

になっていると考察している。藤田の研究では、母親の就労への言及はなかった。 
 
2. 研究対象と方法 
2.1 研究対象 
 研究対象は 1994 年 1 月 1 日から 2020 年 8 月 31 日までの朝日新聞全国版（東京本社発

行）および読売新聞全国版（東京本社発行）掲載記事とする。1994 年を起点としたのは、

エンゼルプランが同年 12 月に策定されたことによる。朝日新聞（以下、朝日）、読売新聞

（以下、読売）を対象としたのは、いずれも全国紙で販売部数が上位にあり、新聞社とし

て朝日は革新的、読売は保守的と対照的なイメージで捉えられ 4、報道の傾向が異なる可能

性があるためである。 
 
2.2 研究方法 
 以下の［1］～［3］の項目を分析・検証し、考察を行う。 
［1］障害児の母親関連記事の量的把握 
新聞記事データベースを使用し、障害児の母親、父親が取り上げられた記事を検索し、

記事件数と人数を確認し、量的に比較する。次に、母親が取り上げられたテーマを分類し、

母親の就労関連記事を抽出、記事件数と母親の人数を確認し、記事全体における就労関連

記事の比重を量的に把握する。 
 

                                                      
4 新聞通信調査会（2009：6）によると、全国紙について保守的イメージが強かったのは読売、産経新聞の

順、革新的イメージが強かったのは朝日、毎日新聞の順で、日本経済新聞はその中間に位置していた。 
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［2］就労関連記事の掲載傾向の分析 
母親の就労への言及が推測されるキーワードを検索し、得られた関連記事を［1］で抽出

した就労関連記事に追加する。これらの記事について、掲載年、掲載面、母親の就労の可

否、子どもの障害種・状態を時系列で整理する。その際、政府による両立支援、障害児支

援等の動向との関連、記者による記事と読者からの投稿との比較を行い、掲載記事の傾向

を分析する。 
［3］就労関連記事の記述の検証 
 ［2］で取り上げた就労関連記事を両立に関わる社会資源別に整理し、記事が障害児の母

親の就労をどのように描いてきたかを検証する。 
 
3. 結果 
3.1 障害児の母親関連記事の量的把握 
 新聞記事データベース「朝日新聞聞蔵Ⅱビジュアル」「ヨミダス歴史館」を使用し、「障

害児 AND 母親」を「朝刊・夕刊」「本紙のみ（朝日）／全国版（読売）」「東京本社発行 5」

の条件下で検索したところ、朝日 309 件、読売 283 件の記事が確認された。これらの記事

を表 1 の基準で選択した結果、対象記事数は朝日 103 件、読売 80 件、対象となった母親は

朝日延べ 150 人、読売延べ 102 人であった 6。1 件の記事に複数人について書かれている場

合があるため、記事本数と母親の人数は一致しない。 
 「障害児 AND 父親」を同条件で検索し、表 1 の「母親」を「父親」に置き換え、同基準

で選択したところ、対象記事は朝日 17 件（内、10 件は母親と重複）、読売 7 件（内、4 件

は母親と重複）、対象となった父親は朝日 18 人、読売 7 人であった。母親と父親を比較す

ると、記事件数では朝日で母親が 85.8％7、読売が 92.0％、人数では朝日で母親が 89.3％、

読売で 93.6％と、いずれも 90％前後が母親であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 朝日には東京本社の他に大阪、名古屋、西部（九州）、北海道本社があるが、データベースは東京本社発

行の最終版紙面が基本であり、他本社発行表記のある記事は東京本社版には掲載されないため、全国的に

掲載されなかったと判断した。これに合わせ、読売も東京本社発行記事を対象とした。 
6 連載記事等で同一人物を複数回掲載した記事があるため、延べ人数とした。 
7 小数点第 2 位を四捨五入した。以下、同様。 
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表 1 対象記事の選択基準 
対象 ・記事中の「障害児」と「母親」に親子関係がある場合 

・「障害児 AND 母親」で検索された記事の内、「障害児」ではなくダウン症児等、障害種で書かれていた場

合 

・「障害児 AND 母親」で検索された記事の内、「母親」とは表記されていないが、実名、お母さん、妻、女

性等、明らかに障害児の母親を指す場合 

対象

外 

・上記の「対象」に該当せず、記事中の「障害児」と「母親」に親子関係がない場合 

・「障害児の母親」が特定の個人を指さない、属性、集合体として用いられた場合 

・「障害児」「母親」が記事中の伝聞等で言及され、執筆者（＝記者、投稿者）と「障害児」「母親」との間に、

取材等の直接の関係がない場合 8 

・障害者の子ども時代について等、記事執筆時に「障害児」ではない場合 

・過去について書かれた記事で、執筆時に「障害児」か障害者かが不明な場合 

・「障害児」または「母親」が記事執筆時に死亡している場合 

・「障害児」がプロフィルや用語解説のみで言及された場合 

・「障害児」「母親」が写真キャプションのみで言及された場合 

・映画、出版物等、フィクションでの登場人物である場合 

・海外事情、外国人に関する記事 

※筆者作成。 
 
 母親を取り上げた記事を精読し、テーマ別にカテゴリー化した結果、親役割で描かれた

テーマには「教育」「福祉」「医療」「余暇活動」「活動（団体設立等）」「政策・制度」「社会

（障害理解、事件、虐待等）」「その他（被災、きょうだい児等）」があり、母親を当事者と

したテーマには「親として（障害受容、ストレス、子どもへの接し方等）」「個人として（就

労等）」があった。 
 「個人として」に属する、母親の就労と子育て・ケアの両立に言及がある記事は朝日 18
件（対象記事の 17.5％）、読売 8 件（同 10％）、母親の人数は朝日 21 人（対象人数の 14％）、

読売 12 人（同 10.8％）だった。就労関連記事は件数、人数共に、母親が取り上げられた記

事全体の 10%台であった。 
障害児の親として取り上げられるのは父親に比べて母親が圧倒的に多く、母親は障害児

の親役割で描かれる場合が大半であり、就労と子育て・ケアを両立する、または両立に困

難を抱えた当事者として描かれた記事は全体の 10%台であった。 
 
 

                                                      
8 障害関連報道への意見・感想の投稿は、投稿者と障害児、母親、父親に直接の関係がないため対象外と

し、事件・事故、虐待等に関する記事の内、発表等に基づく記事は対象外とし、会見・取材に基づく記事

は対象とした。 
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3.2 就労関連記事の掲載傾向の分析 
 前項で抽出した母親の両立に言及がある記事の内、記者によって書かれた記事を表 2-1
に年、主な国の動向、国の動向への言及の有無、掲載面、就労の可否、子どもの障害種・

状態を時系列で整理した。国の動向の内、一般施策の両立支援は太字とし、国の動向への

言及の内、一般施策には◎、障害児向けの法、計画、事業、検討会等には〇、言及がない

場合には空欄とした。就労の可否は、就労中の事例を〇、就労継続に困難が生じている事

例を△、就労不可の事例を×とした。通し番号として朝日に「A-数字」、読売に「Y-数字」

を付加した。朝日には読者からの投稿記事があり、投稿については表 2-2 に年、掲載面、就

労の可否、子どもの障害種・状態を時系列で整理し、通し番号「a-数字」を付加した。 
「障害児 AND 母親」以外に、両立への言及が推測されるキーワードを検索し 9、母親の

就労と無関係な記事、重複記事、制度解説等を除き、朝日では A-3（障害児 AND 親 AND
働）、A-4（障害児 AND 親 AND 仕事）、ａ-3（障害児 AND 親 AND 仕事）、ａ-5（障害児

AND 親 AND 働）、ａ-6（障害児 AND 学童 AND 働）、読売では Y-3（障害児 AND 親 AND
仕事）を表に追加した。なお、ａ-5 は父親による投稿だが、共働きでの両立に言及があり、

母親の就労を含むものと判断した。記事見出しは巻末［記事一覧］に掲載した。なお、以

下では医療的ケア児を医ケア児、放課後等デイサービスを放デイと表記する。 
 
表 2-1 就労関連記事 
年 主な国の動向 国の動向 

への言及 

通し番号 掲載面 就労の 

可否 

子どもの 

障害種・状態 

1994 エンゼルプラン   Y-1 社会 〇 脳性まひ 

1995   A-1  家庭 〇 ダウン症 

1996   A-2  日曜版 〇 最重度 

  Y-2 解説 〇 ダウン症 

1998 障害児通園 

（デイサービス）事業 

〇  Y-3 生活 
× 

重度障害＋経管栄養 

（医ケア児） 

  Y-4 生活 〇 遷延性意識障害児 

1999 新エンゼルプラン   

2002   A-3  くらし 〇 知的障害 

2003 児童デイサービス ◎ A-4  家庭 〇 心身に重い障害 

2004 子ども・子育て応援プラン 〇 A-5  生活 〇 

〇 

筋ジストロフィー 

未記載 

                                                      
9 キーワードは「障害児 AND 親／保護者 AND 就労／仕事／働」「児童デイサービス AND 就労／仕事／

働」「日中一時支援 AND 就労／仕事／働」「障害児タイムケア」「児童発達支援 AND 就労／仕事／働」「放

課後等デイサービス AND 就労／仕事／働」「障害児 AND 保育園（朝日）／保育所（読売）AND 就労／仕

事／働」「障害児 AND 学童 AND 就労／仕事／働」。 
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2005 障害児タイムケア事業       

2006 日中一時支援事業       

2008 厚労省・障害児支援の 

見直しに関する検討会 

    
  

2010 子ども・子育てビジョン       

2012 児童発達支援、放デイ   

2014 厚労省・障害児支援の 

在り方に関する検討会 

 A-6  教育 〇 発達障害 

〇  Y-5 安心 〇 ダウン症 

◎ 

 

A-7   

生活 

〇 

〇 

ダウン症 

心身の発達の遅れ 

2015 子ども・子育て支援新制度 〇 A-8  教育 〇 未記載 

2016 障害者総合支援法 

・児童福祉法改正 

  Y-6 生活 
〇 医ケア児 

2017 第 5 期障害福祉計画・ 

第 1 期障害児福祉計画 

〇 A-9  社会 〇 医ケア児 2 人 

〇 A-10  総合 〇 医ケア児 

 A-11  オピニオン・ 〇 医ケア児 

   記者有論 〇 医ケア児 

〇  Y-7 

 

 

生活 

 

 

〇 

〇 

〇 

〇 

医ケア児 2 人 

医ケア児 2 人 

医ケア児 

医ケア児 

〇 A-12  総合 〇 難病・医ケア児 2 人 

〇 A-13  総合 〇 発達障害 

2018  〇  Y-8 

 

解説 

 

〇 

× 

難病・医ケア児 

重度障害・医ケア児 

〇 A-14  教育 
〇 

骨形成不全症 

・医ケア児 

 A-15  教育 〇 滑脳症・医ケア児 

2019    Y-9 生活 
〇 

先天性ミオパチー 

・医ケア児 

※表 2-1、2 共に、医ケア児の表記がなく、医療的ケアに言及がある場合、（医ケア児）とした。 

※Ａ-1 とＹ-2、Ａ-9 とＹ-７上段、Ａ-12 とＹ-７中段はそれぞれ同一人物。 

※筆者作成。 
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表 2-2 就労関連の投稿 
年 通し番号 掲載面 就労の可否 子どもの障害種・状態 

1994 a-1 家庭・ひととき △ 知的障害 

1995 a-2 オピニオン・声 〇 精神発達遅滞 

2005 a-3 オピニオン・声 × 気管切開児（医ケア児） 

2008 a-4 オピニオン・声 △ 自閉症 

2010 a-5 オピニオン・声 △ 肢体不自由＋経管栄養（医ケア児） 

2014 a-6 オピニオン・声 〇 ダウン症 

2018 a-7 オピニオン・声 △ 発達障害 

2019 a-8 オピニオン・声 × 自閉症スペクトラム 

※筆者作成。 
 
対象期間 26 年 8 カ月において、朝日・記事は 15 件 18 人、投稿は 8 件 8 人、読売は 8

件 12 人（投稿は 0 件）を取り上げていた。記事は朝日で 1995、1996、2002、2003、2004、
2014、2015、2017、2018 の各年に掲載され、投稿 8 件の内、5 件が記事掲載のない年に

掲載されていた。読売の記事は 1994、1996、1998、2014、2016、2017、2018、2019 の

各年に掲載されていた。両紙共、記事は 2014 年以降、特に 2017 年以降に集中していた。

対象期間 26 年 8 カ月の内、朝日では計 17 年 8 カ月、読売では計 18 年 8 カ月に記事掲載

がなかった。 
 国の動向では、一般施策の学童保育について朝日に 1 件（A-4）、子ども・子育て支援新

制度について朝日に 1 件（A-7）あり、その他は全て障害児に関する国・政府、厚労省、文

部省・文科省の動向への言及だった（調査データの引用は除く）。国の動向に言及した記事

は朝日で 15 件中 9 件、読売で 9 件中 4 件、全 24 件中 13 件と半数以上あった。 
 掲載面は、朝日で日曜版 1 件、家庭 3 件（内、1 件は投稿）、くらし 1 件、生活 2 件、教

育 4 件、社会 1 件、総合 3 件、オピニオン・記者有論 1 件、投稿のオピニオン・声が 7 件

だった。家庭とくらしは 2004 年に生活に統合されたため、ここでは生活 6 件と見なす。最

も多い掲載面はオピニオン・声で、続いて生活だった。記事は 1996 年の日曜版を除き、2004
年まで生活で掲載され、2014 年に教育と生活、2015 年以降は生活がなくなり、教育、社会、

総合、オピニオン・記者有論で掲載され、掲載面に変化があった。読売では社会 1 件、解

説 2 件、生活 5 件、安心 1 件で、生活での掲載が最も多く、掲載面の変化は見られなかっ

た。 
 就労の可否は、朝日の記事で就労可能が 18 人、投稿で就労可能が２人、就労継続困難が

4 人、就労不可が 2 人、読売で就労可能が 11 人、就労不可が 2 人だった。朝日では就労継

続困難と就労不可の全てが投稿で、記事は全て就労可能事例だった。両紙共、就労可能事

例が大半を占めていた。 
 記載があった子どもの障害種・状態は、朝日の記事で医ケア児 9 人、ダウン症 2 人、発
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達障害 2 人と続き、投稿で知的障害・精神発達遅滞、医ケア児、自閉症（スペクトラム）

が各 2 人等だった。読売では医ケア児 10 人、ダウン症 2 人と続いた。記事では両紙共に医

ケア児が中心、次いでダウン症であり、投稿では障害種・状態に偏りはみられなかった。 
 なお、上記の他に障害児の親の就労に言及がある政策・制度、社会資源の解説・情報、

寄稿があった。保育園は読売 1 件、学童保育は朝日 2 件、読売 3 件、障害児タイムケアは

朝日 1 件、放課後クラブは読売 1 件、自治体による預かり事業は読売 1 件（セミナーでの

発言内）、日中一時支援は読売 3 件、児童発達支援は朝日 2 件（同一人物による寄稿）、放

デイは朝日 2 件（内、1 件は寄稿）、読売 1 件であった。寄稿を除いた記事は朝日で計 4 件、

読売で計 10 件だった。 
 
3.3 就労関連記事の記述の検証 
 両立に関わる記述を表 3-1、2 に社会資源別に整理した。記事執筆時点で就労中であって

も、就労上の困難を経験した場合には困難の要因、問題点の指摘箇所を記載した。医療的

ケアの有無により、支援者の資格、施設の体制が異なるため、医ケア児と医ケア児以外を

区別した。 
 医ケア児以外について朝日の記事では保育園入園困難、学童保育での受け入れ増加、放

課後対策、放デイで就労可能の記述があった。投稿では、療育での両立困難、学童保育で

の受け入れ困難、放デイでの就労困難、移動支援の確保困難の指摘があった。医ケア児で

は保育園受け入れ不可、学校付き添い、訪問教育での両立困難、重症児デイサービス不足

の指摘があった。医ケア児の保育園、学校に関連する困難は 2005 年、2010 年に投稿があ

るが、記事掲載は 2017 年以降だった。記事で「共働き」が使用されたのは、表 3 未記載を

含め A-1、A-10（母親の発言内）、A-11、A-13、A-14 の 5 件で、A-1 を除く 4 件は 2017
年以降だった。 

読売では医ケア児以外について、児童発達支援が両立に対応していない指摘があった。

医ケア児では保育所受け入れ不十分、学校付き添いによる両立困難、母親による重症児デ

イ開設を取り上げていた。記事中で「共働き」が使用されたのは Y-5 の 1 件で、父親の発

言内であった。 
 朝日の記事では、保育園入園に困難があるが、学齢期は学童保育での受け入れが増加し、

放デイの預かりでも母親の就労が可能になり、近年の課題は医ケア児の親の共働きにある

と捉えている可能性がある。投稿では記事と異なり、医ケア児に限らず、就労困難の訴え、

要望、問題提起が続いていた。読売の記事では、課題は主に医ケア児にあり、学齢期、医

ケア児以外の障害児の母親の就労を課題と捉えていない可能性がある。 
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表 3-1 障害児（医ケア児以外）の母親の両立に関連する社会資源 
 朝日・投稿 朝日・記事 読売・記事 

療育・

児童発

達支援 

幸い、私は時間の融通が利く仕事だ。し

かし、フルタイムの会社勤めの母親には

仕事との両立が難しい、という話を聞い

た。（ａ-2 1995 年 9 月 7 日） 

 

 (略 )夫婦のどちら

かが休暇を取って

連れて行かねばな

ら な い 。（ Y-5 

2014年 7月 15日） 

保育園  この待機児童問題のかげに隠れているが

障害児の保護者にとってはさらに狭き門

になっている。（A-7 2014 年 7 月 18 日） 

 

学童 

保育 

（略）放課後に預かってもらう学童保育

が見つかりません。（a-4 2008 年 3 月

26 日） 

障害があっても、地域の学童保育で受け

入れてもらえるようにして欲しい。（a-6 

2014 年 6 月 1 日） 

「学童落ちた」。（a-7 2018 年 3 月 4 日） 

学校内にも市の学童保育がある。だが、

障害児を受け入れていない。（A-3 2002

年 5 月 31 日） 

（略）障害児を受け入れる学童保育が増

えてきた。（A-4 2003 年 7 月 18 日） 

入所は快諾された。かたくりクラブは、

障害児も積極的に受け入れている。（A-6 

2014 年 2 月 5 日） 

 

自治体

放課後

対策 

 働く意欲のある親が増え、子どもにとっ

ても同世代で遊ぶ時間が必要だからだ。

（A-5 2004 年 9 月 29 日） 

 

放デイ 放課後のデイサービスも探したが、遠い

うえに希望者が多くて、毎日は利用でき

ないという。（a-6 2014 年 6 月 1 日） 

（略）「本人も、とてもいい顔で帰ってく

る。私もこうした場があるので働ける」

と話した。（A-8 2015 年 4 月 10 日） 

障害のある子どもは一般の学童保育では

対応が難しいため、放課後デイは共働き

世帯のニーズが高い。／障害児を放課後

や長期休暇中に預かるサービス。（A-13 

2017 年 12 月 24 日） 

 

移動 

支援 

通学や帰宅を支援するヘルパーを毎日、

確保するのも困難を極めた。（a-6 2014

年 6 月 1 日） 

  

※筆者作成。 
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表 3-2 医ケア児の母親の両立に関連する社会資源 
 朝日・投稿 朝日・記事 読売・記事 

保育 親は毎日吸引に

出かけなければ

なりません。／仕

事にも就けず、

（ 略 ）（ a-3 

2005 年 11 月 14

日） 

気管切開し、胃ろうがある医療的ケア児を

預かる保育園や幼稚園は見つからなかっ

た。（A-10 2017 年 1 月 29 日） 

1 年前までは保育園に通っていたが、医療

的ケアが必要になったため、預かってもら

えなくなった。（A-11 2017 年 6 月 1 日） 

医療上のケアの必要な子どもたちの家に

担当者が訪れ、親が働きに出る間、子ども

を預かる。（Y-6 2016 年 10 月 10 日） 

特に、様々な事情で働く女性が増える中、

保育所での受け入れが不十分と指摘する

声が強い。（Y-8 2018 年 4 月 19 日） 

学校 （略）、共働きの

継続は絶望的だ。

／親は終日待機

も余儀なくされ

る。（a-5 2010

年 4 月 27 日） 

一方、特別支援学校でも人工呼吸器を使っ

ていると通学バスに乗ることができず、授

業の間は親の付き添いを求められる。／

「（略）訪問教育しか選択肢がありません

でした」と話す。（A-14 2018 年 5 月 13

日） 

《小・中学校は義務教育です。国が（学校

に）行かせなさいといっているのに医療的

ケア児だけが行かせられる状況にない。親

は仕事ができない。（略）》（A-15 2018

年 5 月 14 日） 

結局、石井さんが仕事を犠牲にして学校に

付き添うことで、入学することができた。

（Y-3 1998 年 3 月 20 日） 

重症児

デイサ

ービス 

 「預かる施設が著しく不足している」と感

じる。そこで宮本さんは、同じ医療的ケア

児の家族とともに NPO 法人「Solways(ソ

ルウェイズ)」を設立。（A-9 2017 年 1

月 16 日） 

子どもたちを義母に預けて小児専門の病

院で看護師として働いてきたが、預けられ

なくなり、昨秋に「子どもたちの居場所を

つくる」と決意。（A-12 2017 年 6 月 21

日） 

薬剤師として働いていたが、子どもの預け

先がなくて離職した経験があり、子どもが

日中に過ごせる場所づくりが必要と感じ

た。（Y-7 2017 年 6 月 13 日） 

昨年暮れに離婚し、自分の子の面倒を見る

には仕事を辞めざるを得なくなったこと

から、開設を決めた。（Y-7 2017 年 6 月

13 日） 

ブラーノでは、人工呼吸器などの医療的ケ

アが必要な子どもや重度の障害児を持つ

母親が、子どもを預けながら働くことがで

きる。（Y-9 2019 年 1 月 28 日） 

※保育には居宅訪問型児童発達支援（Ｙ-6）を含む。 

※筆者作成。 
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4. 考察 
4.1 子ども、障害児、医ケア児 

1994 年以降、新聞が一般施策の両立支援に障害のある「子ども」を包摂して取り上げる

ことは稀であり、それに伴い母親の両立支援への視点も弱かったと推察される。同年以降、

朝日では就労困難や就労不可を訴える投稿が複数あったが、それらに連動して問題提起す

る記事はなく、読売では投稿がなかったのか、社の判断で不掲載だったのかは不明だが、

投稿掲載がなかった。林（2008：31）は「家庭面では、一通の素人女性の投書や、読者の

集会から記者が社会問題を発見して、調査報道を始め、やがてその時々で重要な世論形成

の役割を担ったことも珍しくない」と指摘しているが、投稿の多くは家庭（生活）以外で

の掲載だったためか、障害児の母親の就労困難は「発見されなかった」といえる。 
記事では掲載年、掲載頻度、子どもの障害種・状態から 2016 年を境に、以前は医ケア児

以外の障害児を中心に散発的に、以後は医ケア児中心に継続的に報道していた。2016 年が

境となったのは、同年の児童福祉法改正で地方公共団体の医ケア児支援が努力義務となり、

医ケア児の母親である国会議員の存在も相まって（A-10 にインタビュー掲載）、「国が動い

た」からであろう。 
医ケア児家族への支援は喫緊の課題であり、報道が重要であることは言うまでもないが、

そこに報道が集中することで、医ケア児以外の障害児の母親の就労困難を見過ごしてよい

ことにはならない。記事では何らかの困難があった場合でも、記事執筆時点で就労可能に

なった事例が大半であったが、就労阻害要因は就労困難・不可事例の中にある。投稿を含

め、当事者の声を聞き、国の動向のいかんにかかわらず、政策・制度を点検して改善を促

す報道が必要である。 
 
4.2 障害児の母親の就労状況と就労阻害要因 
障害児の母親の就労について、先行研究の知見と齟齬がみられる記事があった。 
記事に A-5「働く意欲のある親が増え」（2004 年 9 月 29 日朝日新聞）とあるが、筆者の

先行研究の整理では、障害児の母親を対象とした 2004 年以前の調査の全てで、未就労者の

半数以上が就労を希望していた（美浦，2019：3）。 
放デイに関して A-13「障害のある子どもは一般の学童保育では対応が難しいため、放課

後デイは共働き世帯のニーズが高い」「障害児を放課後や長期休暇中に預かるサービス」

（2017 年 12 月 24 日朝日新聞）とあった。春木（2019：34）は放デイに「無職、非正規

就業、正規就業で利用日数の差はな」く、放デイ利用で「無職であった者が非正規就業で

働き始め」たが、「正規就業で働くことは困難」だと指摘しており、放デイへのニーズは共

働き世帯に限らず、就労可能な場合でも就業形態は限定的だといえる。児童福祉法は放デ

イを預かりサービスとは位置付けておらず、みずほ情報総研（2020；19,66）によると、長

期休暇中の営業時間が 8 時間以上の放デイ事業所は 35.9％で、事業所 0 カ所の自治体もあ

り、放デイは就労を保障するものではない。厚労省は就労支援には日中一時支援等を活用
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するように通知 10しているが、日中一時支援は自治体によって運用状況が異なる。放デイ、

日中一時支援共に自治体、事業所によって設置状況、開所時間にばらつきがあり、中高生

を含め、子どもが学童保育に通所しない場合の就労支援策は確立されていない。放デイ開

始後も学童保育について投稿があった（ａ-6,7）のは、放デイが学童保育の代替にならない

ことが要因だと推察されるが、記事は学童保育の代替として放デイで母親の就労が可能に

なったとの誤解を与えかねない。 
また、障害児の保育園入園困難について A-7「待機児童問題のかげに隠れている」（2014

年 7 月 18 日朝日新聞）としているが、新聞が報じてこなかったことも陰に隠れていた要因

の一つだろう。 
本研究での対象記事は両立への言及がある記事で、全てが両立に焦点化し、就労阻害要

因の指摘を目的としたものではないが、記事で報じられていない問題点を含め、新聞は障

害児の母親の就労状況、就労阻害要因を的確に把握してこなかった可能性がある。 
 
4.3 新聞に内在する性別役割分業意識 
医ケア児の母親が自治体から、A-11「働きたいってエゴじゃないですか」（2017 年 6 月 1

日朝日新聞）、Y-7「自分で世話をすべきでは」（2017 年 6 月 13 日読売新聞）と言われたと

の経験談があった。重度障害者の母親である児玉（2020：63）は「『子どもに障害があった

らお母さんが全面的に面倒を見るのが当たり前だし、それはお母さんだったら苦も無く出

来るはずだ』という社会通念は根深かった」と指摘している。新聞でも障害児の母親は親

役割で描かれることが圧倒的に多く、一社会人として描かれることは少なかった。 
 就労関連記事の掲載面は、読売が生活中心、朝日は生活中心から変化が見られた。日本

新聞協会広告委員会（2012：32）によると、生活・家庭・料理ジャンルをよく読んでいる

のは女性 50.3％、男性 15.0％であり、生活で掲載された「母親の就労」記事は、女性の問

題と捉えられている可能性がある。朝日では 2017 年の A-11 で記者が医ケア児の父親であ

ることを明かし、医ケア児関連記事 6 件全てが同記者による署名記事（A-9 は共同執筆）で、

生活での掲載がなく、総合等で掲載された。2017 年以降、記事での「共働き」表記が増え、

朝日では「母親の就労」から「共働き」へ問題意識が変わったと推察される。 
 日本新聞協会（2020-a）によると、新聞社・通信社の記者に占める女性の割合は 2020 年

で 22.2％であり、内閣府男女共同参画局（2011；26,80）によると、新聞・編集部門の 1
週間の平均労働時間は女性で 40 時間以上が 85.4％、この内、50 時間以上が 54.5％で過半

数を占めており 11、記者以外を含む新聞関連で働く子どものいる女性は 32.2％で、男性は

55.8％だった。編集部門は男性中心で長時間労働が常態化し、子育て中の女性は少数である

ことが推察される。白河（2019：130）は、取り上げるべきニュースを決める現場責任者を

「ほとんどが男性で、専業主婦の妻を持ち、『24 時間が報道の基本』と信じて走って来た世

                                                      
10 厚労省（2016）社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知 障障発 0307 第 1 号 
11 図表 3-10 より算出。 
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代だ」と指摘している。ケアを担わないケアレスマンを中心に制作してきた新聞は、長期

にわたり、性別役割分業への批判的視点が弱く、子どもに障害がある場合はなおのこと母

親によるケアを自明視し、障害児の母親を憲法第二十七条「勤労の権利」を有する個人と

して十分に認識してこなかったと推察される。 
  
5. おわりに 
新聞報道で「障害児の母親の就労」問題は、量的にも質的にも十分かつ的確に可視化さ

れてこなかったといえよう。その要因として、新聞は一般施策の両立支援に障害児を包摂

して報じることが稀で、障害児の母親を両立支援の対象と見なす視点が弱かったこと、新

聞に内在する性別役割分業意識が子どもの障害によって強化された可能性が挙げられる。 

朝日と読売を比較すると、特に医ケア児以外の学齢期障害児の母親について、朝日には

散発的ながら事例取材した記事が複数あったが、読売にはなかった。朝日の記述からは「母

親の就労」から「共働き」への問題意識の変化が看取できたが、読売では変化がみられな

かった。「障害児の母親の就労」に関して、相対的に読売では性別役割分業意識が強い可能

性がある。一方、朝日で「共働き」へ問題意識が変化した要因の一つに、医ケア児の父親

である記者自らが共働きの課題に直面していたことが挙げられよう。記者はケアラーの経

験・視点から、医ケア児の場合の就労阻害要因を把握しており、記事掲載面は女性読者の

多い生活から総合等へ「『出世』した」（林，2002：260）。編集部門の現場責任者世代の男

性は性別役割分業への批判的視点が弱いことが推察されたが、取材現場の記者には、自身

の幼年期までに男女雇用機会均等法が施行された世代が増加し、共働きを志向する意識が

高まっている可能性がある。ケアラー当事者、共働きの記者がケアレスマン中心に制作し

てきた新聞紙面に変化をもたらしたとすれば、異なる視点・経験、人材の多様性が報道の

活性化に寄与したともいえるだろう。 

翻って母親当事者には、国・自治体、新聞報道に変化をもたらすために、どのような取

り組みが可能だろうか。2014 年の厚労省・障害児支援の在り方に関する検討会では保護者

の就労について、a-6 と思われる朝日・投稿が取り上げられ、当事者である全国特別支援学

校知的障害教育校 PTA 連合会、全日本手をつなぐ育成会から発言があった。Y-5「国も現在、

障害児の支援策について、『親の就労支援』の観点からも強化することを検討中だ」（読売

新聞 2014 年 7 月 15 日）とあるが、強化策は講じられなかった。上野・中西（2003：119）
は「『要求なきところに福祉サービスなし』という原則がある。当事者の望むサービスを行

政が進んで提供した前例はない」と指摘しており、国・自治体に対し、目的を共にする母

親・父親が連帯して要望を上げ続けることが重要だろう。例えば、障害者計画・プラン等

へのパブリックコメントの投稿や、議員への働きかけ、行政への要求活動が挙げられる。

活動の際には報道機関にプレスリリースを送り、報道を要請することも一案だろう。また、

朝日・投稿に連動した記事はなかったが、一部の新聞社では読者からの情報提供・調査依

頼による取材・調査報道に取り組んでおり、個人として働きかけることも可能である。新
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聞には当事者の声、活動と共に、その背景にある社会の構造的問題を明らかにする報道を

期待したい。 

最後に本研究の限界を述べる。本研究はデータベースでのキーワード検索を利用したた

め、例えば「障害児」を使用せず、障害・疾患名のみが使用された記事を収集しきれなか

った可能性がある。全国紙を対象としたため、ブロック紙、県紙では傾向が異なる可能性

があり、また、全国版を対象としたため、地方発の記事の多くは検証できなかった。今後

の課題としたい。 
 
[資料：記事一覧] 
〇朝日新聞 
A-1：1995 年 9 月 27 日「パソコン通信で手をつなぐ 働きながら障害児育てる母親たち」 
A-2：1996 年 10 月 13 日「（WAKUWAKU 倶楽部）重い障害の娘と続ける旅」 
A-3：2002 年 5 月 31 日「帰宅時刻 高学年の受け入れ 自治体差くっきり 本社学童保育

調査から（中）」 
A-4：2003 年 7 月 18 日「障害ある子も学童保育 既存施設の受け入れ広がる」 
A-5：2004 年 9 月 29 日「障害児に安心の空間 宿題パソコン…広がる放課後対策」 
A-6：2014 年 2 月 5 日「（いま子どもたちは）放課後の家：5 障害のある子も、ない子も

一緒に」 
A-7：2014 年 7 月 18 日「障害のある子、入園の壁 「普通に申請させて」親が市長に要望

書」 
A-8：2015 年 4 月 10 日「障害児に放課後の居場所を 3 年で倍増、5500 カ所に」 
A-9：2017 年 1 月 16 日「ケア必要な子、受け皿を 人工呼吸器・たん吸引…施設整備の動

き 家族の負担軽減へ」 
A-10：2017 年 1 月 29 日「（360°）医療的ケア児、支える 野田氏「法に明文化、知って

もらう」」 
A-11：2017 年 6 月 1 日「（記者有論）障害児の親として 医療的ケア整備だけでなく 山

下剛」 
A-12：2017 年 6 月 21 日「医療的ケア必要な子、預け先ないから作る 2 児育てる看護師、

施設を開所 茨城」 
A-13：2017 年 12 月 24 日「放課後デイサービス、急増 障害ある子預かり、5 年で 4 倍に」 
A-14：2018 年 5 月 13 日「（いま子どもたちは）学校に行きたい：1 ベッドが教室、宿題

たくさん」 
A-15：2018 年 5 月 14 日「（いま子どもたちは）学校に行きたい：2 義務教育なのに通え

ないなんて」 
ａ-1：1994 年 4 月 6 日「（ひととき）障害児の母は働けぬ？」 
ａ-2：1995 年 9 月 7 日「（声）障害児の親に療育の有休を」 
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ａ-3：2005 年 11 月 14 日「（声）気管切開児の環境整備して」 
ａ-4：2008 年 3 月 26 日「（声）自閉症の子よ、働く母許して」 
ａ-5：2010 年 4 月 27 日「（声）障害児の親縛る医療ケア体制」 
ａ-6：2014 年 6 月 1 日「（声）障害児の学童保育も充実して」 
ａ-7：2018 年 3 月 4 日「（声）障害児の学童、継続利用認めて」 
ａ-8：2019 年 3 月 24 日「（声）障害児育てる母に就労支援を」 
 
〇読売新聞 
Y-1：1994 年 11 月 1 日「障害児持つママ頑張って 異色の子育て漫画 調布・井口さんが

自分の体験明るく」 
Y-2：1996 年 10 月 13 日「[顔]障害児を持つ働く女性のパソコン・ネットワークを作った 玉

井真理子さん」 
Y-3：1998 年 3 月 20 日「養護学校でも「経管栄養」を 父母ら訴え、見直しの動き」 
Y-4：1998 年 5 月 12 日「[21 世紀への医療ルネサンス]脳外傷を考える（9）意識障害児に

支援（連載）」 
Y-5：2014 年 7 月 15 日「障害児保育 急がれる拡充 発達支援行う施設が不足」 
Y-6：2016 年 10 月 10 日「[医療ルネサンス]医療的ケア児（2）訪問保育 家族にゆとり（連

載）」 
Y-7：2017 年 6 月 13 日「[生活調べ隊]広がる医療的ケア児通所施設 たんの吸引や胃ろう

など」 
Y-8：2018 年 4 月 19 日「[解説スペシャル]保育園でたん吸引・酸素吸入… ケアあれば 僕

も通える」 
Y-9：2019 年 1 月 28 日「[医療ルネサンス]動き出す患者たち（3）病児預け 社会とつなが

る（連載）」 
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